
お問い合わせ：豊見城市福祉健康部障がい・⾧寿課ɻＴＥＬ０９８ʷ８５６ʷ４２９２（介護⾧寿班）

ɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻ０９８ʷ８５０ʷ５３２０（障がい福祉班）

～詳しくは、豊見城トップページの検索バーで「災害弱者」と入力し検索！～

災害弱者一人ひとりの

『避難支援プラン』を作ろう！

避難支援プランとは、災害に備え、あらかじめ、災害弱者一人ひと

りについて、誰が支援し、どこの避難所に、どのように避難させるの

かといったことを定めておくための計画のことです。

基本的には、本人とそのご家族が主体となって作っていただくものですが、作

成に行き詰った場合、まずは、担当ケアマネージャーや相談支援員へ相談してみ

ましょう！

作成後は、豊見城市でコピーを保有し、原本はお返しいたします。

避難支援者を始め、地域の方々と共有することをおすすめします。

避難行動要支援者と定義される以下の方々

○要介護認定3以上 ○身体障がい１・２級（視覚、聴覚、肢体機能障害）

○知的障がいＡ１・Ａ２ ○精神障がい１級 ○特別な事情により希望する者

災害に備えて！

誰のをつくるの？

誰がつくるの？

作ったあとはどうするの？

（※様式は、ホームページでダウンロード又は、障がい・⾧寿課・社協窓口にて配布しています）


